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英語名：Glaucoma 

 

 

 

Ａ．患者の皆様へ 
 

 
ここでご紹介している副作用は、必ず起こるものではありません。ただ、副作用は気づかず

に放置していると重くなり健康に影響を及ぼすことがあるので、早めに「気づいて」対処する

ことが大切です。そこで、より安全な治療を行ううえでも、本マニュアルを参考に、患者さん

ご自身、またはご家族に副作用の黄色信号として「副作用の初期症状」があることを知ってい

ただき、気づいたら医師あるいは薬剤師に連絡してください。 

 

 

 

 医薬品による緑内障は、頻度は多くありませんが、総合感冒薬、

アレルギー薬など、何らかのお薬（点眼薬および軟膏も含む）を使

った後、次のような症状がみられた場合は、放置せずに、ただちに

医師・薬剤師に連絡してください。 

 

・ 急激に発症する場合：急激に「目の充血」、「目の痛み」、「目

のかすみ」、「頭痛・吐き気」を生じる。遠視眼、中高年女性に

発症しやすい。 

・ 慢性に進行する場合：初期には症状はあっても軽微だが、進

行すると「視野の中に見えない部分がある」、「視野が狭くなる」

症状がみられる。 

 

緑内障 
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１．緑内障とは？ 
  

緑内障とは、眼球でとらえた像を脳に伝える視神経が障害され、

視野の中に見えない部分ができたり、視野が狭くなる病気です。散

瞳薬、睡眠薬、抗うつ薬、副腎皮質ステロイド薬などでおこる場合

があります。医薬品による緑内障は、医薬品の作用により眼球の中

を満たしている水（房水）の排出が障害され、眼球の内圧（眼圧）

が異常に高まることにより発症します。急激に発症するものと慢性

に進行するものがあります。放置すると重篤な視機能の障害を残す

ので、早めに対処することが大切です。 
  

 

２．早期発見と早期対応のポイント 
 

総合感冒薬、抗アレルギー薬などの医薬品を使った後、急激に

「目の充血」、「目の痛み」、「目のかすみ」、「頭痛・吐き気」が生じ

た場合は、放置せずにただちに医師・薬剤師に連絡してください。

原因と考えられる医薬品の使用からこれらの症状が現れる期間は

数時間以内あるいは 1ヶ月以上経ってから起こることもあります。 

慢性のタイプは、初期には症状はあっても軽微なことが多いの

で、特に副腎皮質ステロイド薬を使用している場合は定期的な眼科

検査が必要です。 
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※  医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、独立行政法人医薬品医療機器総

合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページの、「添付文書情報」から検索すること

が出来ます。（http://www.info.pmda.go.jp/） 

また、薬の副作用により被害を受けた方への救済制度については、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構のホームページの「健康被害救済制度」に掲載されています。

（http://www.pmda.go.jp/index.html） 

 


